
令和７年度南阿蘇村高校生通学費等補助
　高校生の通学費などを補助します。
　国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、令和7年度に高等
学校などに通学する生徒の通学費などの一部を補助し、保護者の経済的負担を
軽減することを目的とし実施します。
【注意】本事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事

業となります。次年度以降の継続した補助事業の実施は未定です。

■申 請 期 間：10月1日（水）～令和8年1月30日（金）
■申請提出先：企画観光課企画係
■補助対象期間：4月1日～令和8年3月31日
■補助対象者：本村に住所があり、高等学校などに
　　　　　　　　子どもを通学させている保護者
■補　助　額：
下記の⑴～⑷のうち、主な通学手段いずれかの額
⑴電車バスなどの公共交通機関を利用して通学する
場合、上限30,000円

⑵学校スクールバスを利用して通学する場合、上限
8,000円

⑶自転車などの二輪車で通学する場合、一律5,000円
⑷保護者などによる自家用車で通学する場合、一律
5,000円

※他より通学費の補助を受けている場合は、
　その補助額を差し引きます。

■補 助 回 数：生徒一人につき1回

【申請に必要なもの】
☆申請書　様式はホームページよりダウンロードして
いただくか、企画観光課にあります。
☆申請者（保護者）および高校生の住民票の写し
　※6カ月以内に発行されたもの。
☆学生証の写しまたは在学証明書
【通学手段ごとに必要なもの】
⑴公共交通機関を利用している場合
　直近で購入した定期券の写し
⑵スクールバス
　学校の発行する通学証明書　※様式は任意
　スクールバス代金が証明できるものの写し
⑶自転車など（バイク等の二輪車含む）
　学校の発行した自転車等通学用ステッカー、ナンバー
の写真
　車両保険証書など保険の加入が分かるものの写し
⑷自家用車などでの送迎
　通学に使用する自動車検査証および保護者の免許証
の写し

〈問い合わせ〉企画観光課企画係　℡0967（67）1112

建設課からのお知らせ
　村道の損傷状況を調査・把握し、舗装維持管理計画
を策定するため、路面性状撮影車が9月～10月の間、
村道を走行いたします。
　路面性状撮影車とは、一般車両に国土交通省の点検
支援技術として認められた特殊カメラを設置したもの
です。外観はどこにでもある一般車両ですが、撮影・

記録された画像や位置情報などをもとにひび割れ率・
平坦性・わだち掘れの評価を行うことができます。
　路面性状撮影車は、法定速度内で走行いたしますので、
ご留意ください。

村でミシマサイコを栽培しませんか

〈問い合わせ〉南阿蘇村認定農業者の会　℡0967（67）2706

■回収日時　11月14日（金）　午前9時～正午、午後1時～3時
■回収場所　JA阿蘇南部野菜センター
■処理費用の変更について
　今年度から、農業用廃プラスチック類の処理費用の一部を、事業者（農家）の皆さんにご負担いただくことになり
ました。

■お支払い方法
　事業者(農家)の皆さんにご負担いただく費用は、預金口座から引き落としとなります。
　農業用廃プラスチック類の回収を希望される事業者（農家）は事前に「預金口座振替依頼書」の提出が必要です。
　JA阿蘇野菜生産部会員の事業者（農家）にはJA阿蘇南部野菜センターから「預金口座振替依頼書」の提出を依頼し
ます。それ以外で農業用廃プラスチック類の回収を希望される事業者（農家）は農政課農政係までご連絡ください。
■注意事項
　使用済みの農業用ビニール・ポリフィルム、肥料袋などの産業廃棄物は、野焼きや不法投棄が法律で禁止されて
います。
　産業廃棄物の処理は、使用した事業者（農家）の責任となります。
※ご不明な点がありましたら、農政課農政係までご連絡ください。

農業用廃プラスチック類の回収および費用負担について
　令和7年度の農業用廃プラスチック類回収について、お知らせします。

〈問い合わせ〉農政課 農政係　℡0967（67）2706

品　　目 村補助金 事業者（農家）負担額処理単価
ポリフィルム類など

その他

33円/㎏

55円/㎏

20円/㎏

35円/㎏

JA阿蘇補助金
3円/㎏

3円/㎏

10円/㎏

17円/㎏

1月
1年目

2年目
土づくり

2月
播種

除草

3月 4月
除草（草取り）　摘芯

除草（草取り）　摘芯

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
収穫（種）

収穫（種）

12月

収穫（根）

※球磨地域の大まかな栽培スケジュールとなります。
　気候などの影響で阿蘇地域での栽培は若干ズレが生じる可能性があります。
〈圃場選定のポイント〉
　①風が強くないこと　②排水がよい場所　③雑草が少ないところ（除草しやすいところ）
〈ミシマサイコ概要〉
ミシマサイコとは日当たりのよい山野に生育するセリ科の多年生草本植物で、根を薬用に用います。精神神経用
薬や消炎排膿薬とみなされる漢方処方に配剤されています。

　村認定農業者の会では「耕作放棄地解消」および「農業収入向上」を目標に新規作物の提案をしたいと考えておりま
す。ミシマサイコは球磨地域で盛んに取り組まれており、全体で147軒、約90ha栽培されています。そこで今回
興味のある村内の農業者を募集し、視察研修会を実施したいと存じます。ミシマサイコの詳細な栽培計画や作物概
要については下記のとおりとなります。ご興味のある人は認定農業者の会事務局までお問い合わせください。
■視察研修先：あさぎり薬草合同会社（〒868-0442 球磨郡あさぎり町深田東2090番地）
■視察研修日：11月25日（火）（終日実施）（視察に行く前の勉強会を11月上旬に開催いたします。）
■移 動 手 段：借上げバス　　　■定　員：15人　　　■申 込 期 限：10月31日まで
〈ミシマサイコ栽培スケジュール〉

〈問い合わせ〉建設課 建設係　℡0967（67）3178
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